
 

 

「横浜みどりアップ計画」地域緑のまちづくり 

 

 

野庭団地地区  地域緑化計画書 
 

計画名 ： 野庭団地 みどり いきいき まちづくり 

推進団体名 ： のば 緑彩の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地域緑化計画書は、公開します。 

 

 



 

地区の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

計画期間 令和 4年度 ～ 令和 6年度 

計画の目標 

《提案計画の目標》 

みどりと花でみんな仲良く楽しくまちづくり 

 

＜具体的な目標＞ 

I. 緑化彩化によるまちづくり 

野庭団地の循環緑道沿いの緑化彩化活動(道端花壇・交差部のオアシス化・一部

法面の立体花壇化)を推進する中で、緑道・花壇・交差部の愛称付け活動をも並

行して取り組み、みどりと花の潤いと親しみやすく明るいまちづくりを目指します。 

II. 世代を超えた交流 

緑化彩化活動と愛称付け活動を地域の高齢者、ファミリー層、小学校・幼稚園な

どと行ない 異なる世代の繋がりを創出し 地域の活性化を目指します。 

III. 管理組合（自治会）の枠を超えた連携・協働 

管理組合（自治会）枠を超えて広く団地全体の住民が協力し合える体制をこの緑

化彩化活動と愛称付け活動を通じて構築し、地域の再生、活性化に結び付く活動

を目指します。 

 

課題及び背景 

① 入居開始から 50年近く経ち、野庭団地の緑道に植樹された街路樹も古木化が

進んでおり災害防止の観点より伐採され切り株や残根が目立ちます。また雑草が

深く生い茂る場所もあり、景観の観点からは十分な管理がなされているとはいえ

ない状況にあります。また、地域住民から、自分の居場所や待ち合わせの場所を

伝えるのになにか目印になるものがあると良い、緑道や交差部に愛称を付けては

との声があります。 

② 地域の緑化彩化活動は各管理組合(自治会）単位で行われていますが、高齢化が進

む中 今後どう継続していくのかの課題に直面しています。 

③ 団地内には、地域に自生する貴重な花々に深い知識と熱意を持った方々がー定数

存在しますが それぞれが独自に活動している状況です。 

課題解決及び効果 

① 今までほぼ手つかずであった緑道の緑化彩化活動と愛称付け活動を推進し、緑

道を行き交う人たちが、緑化彩化の楽しみ・地域への親しみ・人とのやさしいふれ

あいを感じられる、明るいまちづくりを目指します。 

② 高齢化が進む中での緑化彩化活動は 野庭団地地域内の各種団体（自治会・ 

管理組合・小学校・幼稚園・商店街など）と緑化彩化に理解ある方々で推進団体

（のば 緑彩の会）を設立し その後 魅力ある活動を続けることで 毎年 高齢者

からファミリー層年少者までの幅広いメンバーの増員をはかりのば 緑彩の会の

充実を図り 野庭団地再生・活性化に貢献します。 

③ 花々に深い知識と熱意を持った方々の力を結集し、地域に自生する希少な草花

や花木を大切にし 野庭の花の育成・花園づくりを促進し 地域のみなさまにご覧

いただく企画をします。 
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組織づくり 

 日頃から草花に興味を持ち、自発的に保護・手入れの活動している地域の方々、地

域に自生する植物に関心を持ち保護活動をされている方々に声掛けを行い、活動

の原動力となってもらえる組織にします。 

 連合自治会の下部組織とし、事業の推進、事務処理に手慣れた人の支援を得られ

る組織にします。 

 管理組合(自治会)内の緑化彩化活動から、枠を超えて広く団地全体の住民が協力

し、幅広い活動に対応できるようにします。 

 活動開始後も活動状況を広報し、興味を持つ新しい力を取り込める「外に開けた組

織」にします。 

計画期間中の緑化

整備及び活動の 

概要について 

＜民有地緑化＞ 

 中心となる管理組合の敷地の法面を複層ボーダー植栽手法で緑化し、維持管理が容易

で年を通して色彩の変化が楽しめる場所にします。"法面立体花壇" 

 緑道の交差部の既存のレンガ作りガード内に四季を彩る草花や矮性の花木や団地内に

自生する希少な花木を移植し、お年寄りや子供たちが腰を下ろし、体も心も安らぐオア

シスにします。"オアシス交差点" 

 循環緑道(約2Km)の側道部(公有地)の立ち枯れにより伐採された跡の空間に花壇(30箇

所)を設置して四季代わりの草花や多年草、低木の花木を植えます。"道端花壇" 

＜地域緑化活動＞ 

 植物の育成サイクルに合わせて、構成員だけでなく小学校、幼稚園、団地内の広範の

人たちが参加する花壇の季節替えをイベントとして開催します。 

 緑道・花壇・交差点の愛称を地域住民から募集し現地表記、広報地図で周知します。 

 緑の維持管理に関する知識を深めるため、有識者を招いた講習会を実施します。また

活動状況は広報誌やWebサイトで広く周知し、新しい担い手を増やしていきます。 

 地域の植物の生態に詳しい人たちの話を聞き探索する催しを季節に合わせて企画しま

す。 

計画期間終了後の

活動について 

 本計画の応募団体は計画期間終了後も連合自治会の下部組織として活動を継続

させます。 

 本計画の成果(緑彩化、地域の活性化)を踏まえ、施設の増設、対象地域の拡大を

検討します。 

 民有地の保有者である管理組合とは永続的に維持管理が行える方策について協

議します。 

 公有地に設置した施設の維持管理については、ハマロード・サポーター制度等を活

用します。 

 

資金計画 

 緑化整備費の自己負担分については、事業に関わる管理組合、自治会等で分担し

て負担します。 

 計画終了後の活動資金は、活動期間中から 10 万円/年程度を目標に会費および

地域住民や商業施設による寄付金・協賛金で賄います。 

 住民による草花苗の育成を奨励し、のば 緑彩の会が安価で買い取る仕組みを作

り、苗購入費用を抑制します。 

 道端花壇・オアシス交差点の施設に商業施設等による命名権を導入し、その収益

を活動の資金に当てる方策を検討します。 
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計画年次 計 画 内 容 

１年度目 

（令和 4年度） 

民有地緑化 

 緑道の外縁部に設置する"道端花壇"では、草花の生育に適した用土づくりを行い、用土

の安定を待って植栽の植え付けを行います。植栽の品種選定、管理手法/工数の確認を

行うため、合計 30箇所のうち 10箇所程度を先行して設置します。 

 緑道の交差部のレンガ製ガード背面等の緑化計画(5箇所)"オアシス交差点"では、2箇所

を先行して整地と用土づくりを行い、用土の安定を待って植栽の植え付けを行います。 

 管理組合の法面に設置する"法面立体花壇"は、管理組合の意向も取り入れて複層ボー

ダー植栽の具体的な検討を行います。 

地域緑化活動 

 実行組織"のば 緑彩の会"の具体的業務の定義、担当者の割当、会計処理方法等を決

め、活動を開始します。 

 植栽の育成、管理に必要となる事務用品、用具、機材及び保管場所を整備します。 

 活動状況を団地住民に広く知らせるため広報誌を発行し、Webサイトも立ち上げます。 

 樹木、草花の管理方法を学ぶため講習会を開催します。 

 実行組織の定例会を年 6回以上開催するとともに、上部組織である連合自治会に状況

を報告します。 

２年度目 

（令和 5年度） 

民有地緑化 

 "道端花壇"計画では、前年度の試行結果を踏まえて用土、植栽品種の選定を行い、残り 10

箇所程度を設置します。 

 "オアシス交差点"計画の残り 3箇所の工事を前年度の経験を反映して実施します。 

 "法面立体花壇"の工事を実施します。 

地域緑化活動 

 前年度及び年度内に設置した花壇への植栽、用土、肥料及び用具の補充を行います。 

 前年度の活動結果を反映した管理手法の改善を行います。 

 緑道・花壇・交差点の愛称を地域住民から募集・決定し現地に表示する活動を展開します。 

 実行組織の定例会を年 6回以上開催するとともに、上部組織である連合自治会に状況

を報告します。 

 活動状況を団地住民に広く知らせるため広報誌の発行とWebサイトの更新を継続します。 

３年度目 

（令和 6年度） 

民有地緑化 

 "道端花壇"計画では、残り 10箇所程度を設置します。 

地域緑化活動 

 花壇への植栽、用土、肥料及び用具の補充を行います。 

 実行組織の定例会を年 6回以上開催するとともに、上部組織である連合自治会に状況

を報告します。 

 活動状況を団地住民に広く知らせるため広報誌の発行、Webサイトの更新を継続します。 

 計画期間終了後の活動継続のためのマニュアル作り、体制、資金計画の確認をします。 

創意工夫 

① 坂道の多い緑道に散歩や買い物帰りのお年寄りたちがひと休みする場所を花で飾り、体

も心も安らぐ空間にします。 

② 住民の生活と密に関わる緑道等に目印となる愛称表示をすることで、生活に利便と潤い

を与えることが出来ます。 

③ 本計画により管理組合(自治会)が行っている敷地内に閉じた緑彩活動を隣接する緑道を

含めた緑彩活動に広げることができます。 

④ 団地内には、地域に自生する植物に興味を持ち深い知識を持っている住民が一定数存

在しますので、団地内に自生する希少な草花(キンラン、ギンラン、ナンバンギセルなど)の

保護育成にも取り組みます。 



 

緑化計画図 

（Ａ３） 

 

 

 オアシス交差点 

 道 端 花 壇 

 法面立体花壇 

緑化彩化が実感できる中心地 

民有地と緑道境界の法面 1箇所 
a1.法面全体を維持管理が容易でシーズンを通

して順次花が見られる複層ボーダー植栽に

します。 

a2.最下段には既存のマロニエ高木に、マロニ

エ苗木を並植し並木とします。上段は這性

サルスベリなど低花木を植えます。 

a3.下層の低斜面に春夏秋に花をつける多年草

を植えます。 

道 端 に 彩 り を ! 

高木伐採跡の空間 30箇所程度 
c1.四季を彩る草花(一年草)と多年草を混植し

ます。一年草は季節の節目に住民参加で植

え替えイベントを行います。 

c2.レンガ枠は空地の状態(広さ,伐採株跡の有

無など)に合わせて形状を工夫します。 

c3.隣接する管理組合(自治会)の緑化事業の対

象に組み込み、独自性も尊重します。 

散 歩や買物途中の休憩 地 

緑道の交差部 5箇所 
b1.低木花木、四季を彩る草花(一年草)と多年

草を混植して、土いじりの楽しみと管理の

し易さを両立する花壇にします。 

b2.既存のレンガに腰をおろして心身ともに安

らげるよう配慮します。 

計画の目的 
 緑化彩化 による  潤いと親 しみやすいまちづくり 

 世 代 を超 えた繋 がりの創 出 で  地 域 を活 性 化 

 管理組合（自治会）の枠を超えた 団地全体の連携・協働 

計画範囲及び実施箇所概要 

計画の対象となる 
循環緑道と周辺域
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助成項目 細目

概算事業費 2,500 概算事業費 5,000 概算事業費 1,900

（助成見込額） (2,250) （助成見込額） (4,500) （助成見込額） (1,710)

①調査費

②診断書作成費

③治療費
100％以内

（上限50千円/
本）

④環境整備費
100％以内

（上限50千円/
本）

概算事業費 0 概算事業費 0 概算事業費 0

（助成見込額） (0) （助成見込額） (0) （助成見込額） (0)

①維持・管理費 100％以内

②広報・研修費 100％以内

③事務費
100％以内

（上限100千円/
年度）

④諸雑費
100％以内

（上限40千円/
年度）

概算事業費 1,000 概算事業費 1,000 概算事業費 1,000

（助成見込額） (1,000) （助成見込額） (1,000) （助成見込額） (1,000)

概算事業費 3,500 概算事業費 6,000 概算事業費 2,900 12,400

（助成見込額） (3,250) （助成見込額） (5,500) （助成見込額） (2,710) (11,460)

（記入時の注意事項）

3,000

(3,000)

3　地域緑化活動
（注3）

560

300

100

年度ごとの合計
（注4,6,7,8）

合計額
（注9）

1　民有地緑化

合計額
（注9）

合計額
（注9）

0

0

9,400

(8,460)

2,500 1,900 9,400

0

③と④は各景観
木1本につき、
合計50千円以内

90％以内

2　景観木保全

40 40

100

300300

0

0

0

100

0

0

0

0

560

3年度目（令和6年度）

0

0

0

0

道端花壇工事費用 10箇所分

（主な内容）

1年度目（令和4年度）

0

（主な内容）

オアシス交差点工事費用  2箇所分
道端花壇工事費用 10箇所分

0

Ａ３

②緑化整備等経費
（注2）

0

100％以内

100％以内

100％以内
（上限20千円/本）

0

120

300

560

5,000

40

（主な内容）

オアシス交差点工事費用  3箇所分
道端花壇工事費用 10箇所分
法面立体花壇工事費用

概算事業費（単位：千円）（注1,5）

注1：各細目には、提案計画の助成金と自己負担金を含めた概算事業費（予定金額）を記入してください。計画がない項目や細目は、0（ゼロ）を記入してください。

注2：民有地緑化の緑化整備等経費には、最低10%の自己負担金が必要となります。（助成金申請時に、自己負担金が用意できることが助成金交付の要件となります。）

注3：地域緑化活動の助成項目では、１年度につき1,000千円が助成金額の上限となります。

注4：民有地緑化、景観木保全、地域緑化活動の助成金の合計は３年度で15,000千円が助成金額の上限となります。

注5：千円単位で記入してください。（なお助成金額は、千円未満切り捨てとなり、端数は自己負担金となります。）

注6：本概算事業費の年度ごとの合計金額を上回る助成金の申請はできません。

注7：年度ごとの概算事業費を作成することとし、年度間での助成金のやりとりはできません。（年度ごとに助成事業を完了させる必要があります。）

注8：上限内での年度ごとの項目内における、細目間での事業計画の見直しは、可能です。（２年度の地域緑化活動における維持管理費を増やし、その分の広報研修費を減らすなど）

注9：各項目内における細目の合計欄には、概算事業費（予定金額）と、助成見込額の合計を記入してください。なお、助成見込額には、（）を付けてください。

①設計等経費

2年度目（令和5年度）

0

助成見込額の３年度の
総合計が15,000千円以内

①～④の合計
1,000千円以内
／年度

※【参考】
助成率・助成金額の上限

項目ごとの合計

総合計

0

0

0

1,680

900
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